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こころの健康

平成 17 年４月発達障害者支援法が施行され
て、もう６年が経過しました。このおかげで発
達障害という新しい概念が広まり、児童精神科
の受診は２ヶ月３ヶ月待ちが当たり前、中には
１年近い待ちのあるところもあります。もとも
と医療の現場は症状という問題が起きているこ
とに対応してきました。一方で発達に大きな遅
れのある子どもたちに対しては福祉現場として
療育というシステムを立ち上げて対応してきま
した。このいずれもが新しい需要（数の増加）
に対しては対応できるようになっていない中で
新しい客層を増加させてしまいました。その結
果として初診待ちという状況が起きています。

医療は保険制度の中で医療費が決められてい
て、児童精神科は元々不採算部門で民間ではな
かなか手を出せない中、最近は公的な病院でも
採算性を要求されるようになり非採算部門であ
る児童精神科は簡単には拡大されません。行政
である福祉現場も減税という大きな掛け声のな
かでは充実されていくことは困難だと想像され
ます。

そんな中で現実的に対応していくには、それ
ぞれの現場で丁寧に対応していくことです。特
に臨床心理士のいる現場であれば、もう一度発
達を丁寧に見て考えることが重要になります。
この時に運動面、知能面、関係面と発達を分け
てそれぞれがどんなレベルまで発達していて、
次にはどんなことが発達していきそうか、評価
していくことが対応するのに意味があることで

す。そして相談の本来の目的である症状ないし
問題行動ということにきちんと目を向けていく
ことです。発達障害があるかもしれないという
形で、専門機関を紹介することでは現在の状況
では救われません。今持っている方法でアセス
メントをすることも考えてください。描画でも
ジグソーパズルのような簡単な玩具でもある程
度の評価は可能です。発達障害とは何らかの特
別な異常を持っているわけではなく、発達に遅
れがあるのであり、その遅れに応じて対応すれ
ばすむことです。しかも、この遅れの多くは病
的なものではなく、単にバラツキにすぎないも
のです。今の発達のレベルと次に発達してくる
ことが分かると対応がしやすくなります。それ
以上に起きている問題への対応が必要になりま
す。各相談できる場で問題への対応をしていく
ことが、より求められています。

そして、知能検査では関係性の発達を評価す
ることはできないことも改めて確認していただ
きたいです。医療は問題の解決と福祉制度の利
用のための診断書という面で有用です。少ない
資源を適切に利用できるようにご協力をお願い
します。

発達障害　急増の中で

 名古屋市中央療育センター　所長　牧　　　真　吉　
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■こころの健康を考えるシンポジウム■

「発達障害、今何が必要なのか」～それぞれの立場から～

話題提供者　　安城市教育センター相談室　臨床心理士　山岡　美和 氏　
愛知県立安城養護学校　　　　　　教頭　伊藤佐奈美 氏　
産業精神保健「ＩＭＨ」 　　　常任顧問　吉野　　要 氏　
あいちＬＤ親の会　かたつむり　　　　　多久島睦美 氏　

指定討論者　　名古屋市中央療育センター　　　　所長　牧　　真吉 氏　
司　　　会　　東京福祉大学　　　　　　　　　　教授　長坂　正文 氏　

司会（長坂）：まずメンバーの方からご紹介い
たします。順番に話題提供していただくのです
けれども、まず巡回相談という、市の小中学校
を順番に回って行って、そこで発達障害の子ど
もさんの様子を見たりして、先生方に、あるい
は親御さんたちに何か助言されるというお仕事
をされている、安城市の教育センターの臨床心
理士の山岡先生です。
山岡：よろしくお願いします。
司会（長坂）：二人目の方は、「学校現場の立場
から」ということで、安城養護学校の教頭先生
をされている伊藤佐奈美先生です。
伊藤：よろしくお願いします。
司会（長坂）：伊藤先生は、昨年までは愛知県
の教育センターの相談部の特別支援相談研究室
にいらっしゃり特別支援をずっとご専門にやっ
ていらっしゃる方です。今日はパワーポイント
で現場の様子を写していただいているというこ
とですので、楽しみにしていてください。
　それから、３番目の方が、病院の中に企業支
援の研究所を立ち上げておりまして、その中で
常任顧問をされている吉野要先生です。吉野先
生は、昨年までは大学がメインの所属でいらっ
しゃって、金城学院大学、その前は愛知県立大
学にお勤めということで、ずっとそういう研究
職もされ、研究という立場でもいろいろな知識
をお持ちの方です。
吉野：よろしくお願いします。
司会（長坂）：それから、４番目は親の立場か
らということで、「あいちＬＤ親の会　かたつ

むり」という親の会の多久島睦美先生です。多
久島先生は昨年度まではこの会の代表をされて
いたという方です。ご自身の子どもさんも発
達障害ということで、身近でずっとかかわって
いらっしゃっています。そのかかわりをパワー
ポイントでたくさん見せていただきます。また、
今日は資料の後ろのほうに綴じてありますが、
非常に貴重な情報をご提供いただいております。
親の会のほうでアンケート調査をやっていただ
いた結果の抜粋で、親の方々のたくさんの生の
ご意見がコンパクトにまとまっておりますので、
ぜひご活用いただければと思います。
多久島：よろしくお願いします。
司会（長坂）：それから、最後になりますけれ
ども、指定討論者ということで、名古屋市中央
療育センター所長の牧真吉先生でいらっしゃい
ます。牧先生は精神科医でありまして、長く児
童相談所にかかわってこられ、そういった子ど
もさんの支援のほうにずっと専門を置いてい
らっしゃる方でいらっしゃいます。今日は指定
討論者ということでお呼びしております。よろ
しくお願いします。
　それでは、司会の私ですけれども、東京福祉
大学で心理学を教えております長坂と申します。
私は、とくに発達障害を専門にやっているわけ
ではございませんが、今非常にニーズがあると
いうことで、こういったテーマを今回企画いた
しました。この２～３年こういうテーマで私自
身も勉強しておりまして、今回もこの１冊を
ちょっと持ってきたのですけれども、これはぜ
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ひお勧めしたいと思います。『発達障害の理解
と支援を考える』という『臨床心理学』という
一般の書店で手に入る雑誌の特集号で、この９
月に出たものです。これは専門家の方から親の
方、当事者の方、ざっとみて 30 人ぐらいでしょ
うか、いろいろな立場の方がほんとうに生の声
をお伝えいただいているという、非常によくで
きた特集だと思いますので、よろしかったらぜ
ひお読みください。
　それでは、ただ今から順番に話題提供をして
いただくのですけれども、皆様方はこの発達障
害について、ご専門家の方もたぶんいらっしゃ
ると思いますし、あるいは一般参加の方であま
り知らないという方もいらっしゃるかもしれな
いのですけれども、ほんの少しお話して進めた
いと思います。
　まず、発達障害をどういうふうにとらえるか
ということなのですけれども、いわゆる文部科
学省が言っているような意味での発達障害、と
くに一時期は「軽度」と付けていまして、学校
現場では、軽度の発達障害の支援を個別支援教
育ということで進めましょうということでこれ
までは来ているわけです。
　それで、その中の分類ということで、お聞き
になっていると思いますが、ADHD だとか LD
とか、それから、高機能自閉症とか、アスペル
ガー症候群というような分類で考えている人も
いらっしゃいます。
　それから、そういうことを考えずに、もう少
し連続体として、「スペクトラム」という言葉
もありますけれども、もっとつながったものだ
というふうに考える方もいらっしゃいます。
　それから、そういうことは問題ではなくて、
それぞれの方の個性、特性として考えたほうが
いいのだという考えの方もいらっしゃいますし、
それから、もっと言えば「発達障害は存在しな
いのだ」という立場の方もいらっしゃいます。
　この中にも出ていらっしゃるのですけれども、
東京にいらっしゃる小倉清先生という精神科医
の方はその立場の方で、今日いらっしゃっている
牧先生も同じような立場とお聞きしております。
　それで、私自身は別にどれが正解だとは考え

ていないのですね。今日も別に答えを出すわけ
ではございませんので、基本的には困っている
ところに必要な支援をしていくというのが基本
かと思うわけです。
　それから、今日は発達障害はこういうもので
すよということではございませんので、タイト
ルにありますように「必要な支援は何か」という
ところのほうがポイントです。こちらのほうにウ
エイトを置いておりますので、どんな支援が必
要なのかと、そこを中心に議論したいと思います。
　そうですね、少し情報を提供いたしますと、
アメリカのデータですと、児童生徒、日本でい
えば小学生・中学生の生徒のおおよそ 10％～
12％がこの発達障害ということで、支援措置を
公的に受けているそうです。
　それから、親の方がこの発達障害の子どもさ
んの支援にどういうふうに参加していくのかと
いうのが一つのテーマだと思います。どなたか
にお話いただけるかもしれないのですが、今は
もう学校現場で個別支援計画というものを進め
ていくことになっておりまして、実際にもやっ
ております。しかし、そこに親がどういうふうに
かかわれるのかということは、まだ不明なのです。
　あとは、いろいろな立場の専門家がいらっ
しゃるので、そのネットワークをどうしたらい
いのか。このような視点も誰かにお話していた
だけるといいかなと思います。バラバラでは
やっていると思うのですけれど、では縦と横を
つなげてやっているのか。子どもさんは発達し
ていきますから、幼児期から思春期、青年期、
大人というふうにつながって縦のつなぎの連携
があるのか。それから横です。いろいろな機関
がありますので、そういう横の連携はどうして
いるのかという、縦横のネットワークはどう
なっているのだろうか。
　ちょっとした視点をまずご提供させていただ
きましたので、もしもどなたか感じるところが
あればそのようなことも少しお話いただけると
ありがたいかなと思います。
　では早速順番に、最初は「巡回相談の立場か
ら」ということで、山岡先生にお話いただきま
す。お願いします。
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■「巡回相談の立場から」
　　　　　安城市教育センター相談室

臨床心理士　山岡　美和 氏　

山岡：よろしくお願いします。
　先ほどご紹介いただきました、山岡と申しま
す。私は安城市という地方都市で、教育委員会
所属の相談室で相談業務をしながら学校のほう
の要請に応じて巡回相談をしております。
 

　先ほど司会の長坂先生から、「順繰りに各学
校を回って」というお話があったのですが、安
城市では割り当てで巡回するということではな
くて、その都度学校からの要請に応じて私が学
校へ出かけて行って、該当のお子さんがいらっ
しゃる教室に訪問させていただいて授業の様子
を見て、その後担任の先生と学年の先生方、そ
れから特別支援教育のコーディネーターの先生
方などと協議をするというような巡回相談を
しています。ですから、「かなり偏った巡回の
仕方かな」と私自身は思っておりまして、その
立場からの話を今日はさせていただきますので、
巡回相談の場面のトータルなことが十分にお話
できるかどうかちょっと分からないということ
をお断りしておきたいと思っております。
　私は、相談業務は主として就学相談をやって
おりまして、就学相談から入学後の、小学校で
の支援についても各学校にお願いに行くという
ようなこともしていますので、それは巡回のよ
うなかたちでやっています。でも、今回お話す
るのは、入学したてのお子さんではなくて、２
年生・３年生、それから４・５・６年生と、と
くに中学校より小学校が多いのですけれど、そ

ういう学校から要請が入ったときに出かけて
行って、お話している中で私が日ごろ感じてい
ることをお話させていただければと思っていま
す。パワーポイントは用意していないので、レ
ジュメをご覧ください。
　それで、私は「発達障害が疑われる子のため
に学校に必要なこと」というようなテーマでお
話をさせていただければと思っています。
　発達障害が疑われるお子さんのほうはなかな
か支援をもらいにくいのですが、親御さんがも
うすでに「発達障害かもしれない」といって受
診されて、はっきり診断名がついているお子さ
んについては、親御さんもどんな支援をしたら
いいか、徐々にいろいろなところで研修をされ
ていたり、それから、学校の先生方も、「この
子は発達障害なのだ」という目で見たりしてく
ださるわけです。
　しかし、発達障害が疑われるお子さんは、「こ
の子はただのわがままなのじゃないのか」とい
うかたちの見方をされるので、本人はとても苦
しい思いをして集団から逸脱しているにもかか
わらず、そのへんの本人の苦しさを理解されず
にいるということがありますので、とくに「疑
われる子」というふうにあえて書かせていただ
いたわけです。
　それで、学校を巡回していて思うのは、やは
り学校の中で発達障害のお子さんたちが成長発
達をしていくために何が必要なのかということ
なのですが、毎日通っている学校の中で、その
お子さんに合わせた学校環境を作ることがどん
なに必要かということを、ほんとうに日々痛感
しています。
　そういう意味合いから、やはり学校の中に一
番必要なのは校内の支援システムで、それはそ
のお子さんに向けての支援をどうするかという
ことだけではなくて、そのお子さんに直接かか
わる担任の先生、そして担任の先生を支える学
年の先生方、その学年の先生方を支える学校体
制というのがすごく必要で、担任任せにしない
ということなのですね。
　それで、資料に書かせていただいたように、
発達障害という言葉がこんなに取りざたされる
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前から、学校にはみんなと一緒のペースで学べ
ないお子さんに対して、それこそ放課後に残っ
て個別で教えてくださったりしていた先生がた
くさんいたわけです。最近はいろいろと世の中
が危険で集団下校でしか帰せないので、そう
やって残って教えるということができないので
すが、夏休みにみんながプールで来るときに、

「一緒においで」と言って学校で個別で見てく
ださっている先生は現在もいらっしゃるのです。
　そういった個々に対応する指導技術や教材と
いうものを、その先生だけのものにしておくの
ではなくて学校全体の財産にして、どの子も成
長発達できる学校環境を作っていく。それは、
発達障害の子どもだからということとは関係な
く必要なのではないかということを、今特に
思っています。
　特別支援教育が平成 19 年度からスタートして、
そのときには学校の中に校内支援委員会を設置
するということになっていましたので、各学校
には必ずこの校内支援委員会ができているわけ
です。しかし、それがどのくらいの頻度で行わ
れるのか、どんなふうに機能しているのかとい
うのは、まだ未知数のところがありまして、学
校によってかなり違います。学校によっては支
援委員会にしてくださって、校長先生と、安城
市では教頭先生がコーディネーターをするとい
うことになっておりますので教頭先生と、それ
から、教務主任の先生、学年集団、特別支援学
級がある場合はその学級の先生方と、一人のお
子さんのために 10 人ぐらいの先生が協議に参加
してくださって支援委員会をしている学校もあ
りますが、そうではない学校もあって、担任の
先生とだけお会いしてくることもあるわけです。
それで、私のほうからできるだけ「支援委員会
にしてください」とお願いするのですが、学校
の先生方の授業の様子、それから、下校後のお
子さんの特別指導などがあってなかなか先生方
の手が空かないということも実際にはあります。
　もう一つは、安城市の場合は「特別支援教育
支援員」というのが学校に数人入っていて、一
つの学校に一人の支援員というふうに時間が割
り当てられているのですが、一人ではずっと勤

務できないので何人かが分担して勤務時間を分
けて入っているわけです。それで、コーディネー
ターの教頭先生が、「この時間は何年何組の○
○君の支援」というふうに支援員さんの時間割
を作ってくださって、そこに「今日の支援員さ
んは○○で、○○君のところに支援に行きます」
というようなことをしているのですが、なかな
か支援員さんと担任の先生との情報交換の時間
が取れないというのが現状で、そのあたりのこ
ともシステムにかかわってくるかなと思います。
　それで、個々のお子さんを支援員さんがどう
理解していくかということと、そのときは（子
どもを）一生懸命集団の中に入れたほうがいい
のかとか、このときは取りあえず集団から離れ
ているけれど、そこで少し心を落ち着かせて
徐々に心をみんなのほうに向けていったほうが
いいのかという、そこの部分はとても支援員さ
んの判断が難しいところなのですが、そのあた
りのことも情報交換がなかなかできていなくて、
支援員さんが苦しんでいるという場面を見たり
します。
　それから、支援システムでつなげていってほ
しいのは、保護者の方への対応なのです。やは
り一般のお子さんとは違う対応をされることに
対して、「なんでうちの子だけ別なの」という
悲嘆感、そのあたりのお気持ちをどう酌むのか
ということを、学校全体で抱えてくださること
が必要かなということを思います。
　「昨年度の先生はお父さんやお母さんととて
もいい関係だったけれど、今年度の先生になっ
たら何か関係が悪くなってしまった」というの
では、成長発達の道筋がそこでちょっと停滞し
ていってしまうということを感じます。ですか
ら、「この保護者の方はこんなふうに考えてい
て、今までこんな対応で、こういうことにはと
ても傷つきやすいのです」ということを、ちゃ
んと学校の中で情報を伝えていって、その対応
がずっと安定して続いていってほしいと思って
います。
　学校ではそのあたりをコーディネーターの先
生方がうまく取り仕切るといいますか、目を
配って、「この子には今はこれ」、「この親御さん
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にはこういう対応が必要だ」ということを担任の
先生と協議しながら、学年の先生たちに様子を
聞きながら把握していってほしいのですが、そ
ういうことのための研修も必要かと思っています。
　それで、資料のほうでは「校内支援システム」
が黒い星印になっていて、そのほかは白い星印
になっているのは私なりにちょっとこだわった
のですが、私としては黒い星印が一番できてほ
しいというところで、この校内支援システムを
どういう内容で作り上げていくかというのが次
の白い星印で、四つの大きな項目にしました。
　一つは、やはりどの子も安心できる学級作り
を一番にということで、そのために校内でいろ
いろと話し合っていい学級作りの方向というの
を作っていってほしいと思っているわけです。
　それはやはり発達障害の子だからということ
ではなくて、どの子も分かりやすい授業、ユニ
バーサルデザインの授業をしてほしいといつも
お願いするのです。私の話し方もちょっと早口
かもしれないのですが、学校を回らせていただ
くと、落ち着いているクラスの先生は、高学年
でも話し方がみんなゆっくりなのですね。それ
はやはり、緊張して一生懸命聞かなきゃとか、
聞き逃しちゃったら分からなくなるという緊張
感を持たずに、普通に聞いていてちゃんと入っ
てくる速度で話していることが、クラス全員の
落ち着きを呼ぶのです。そういうクラスはその
中に発達障害の診断をもらっているようなお子
さんがいらっしゃっても落ち着いているのです。
　次にも書きましたけれど、これはほんとうに
なかなか先生方はお気づきにならないのですけ
れども、落ち着ける学級作りは、声のトーンと
声の大きさと話し方のスピードなのですね。そ
ういう、「そんなこと」と思うようなことが、すご
く子どもたちには、とくに小さい子ほどこれに
影響されるというのをこの頃特に感じています。
　先生が一生懸命頑張って大きな声で「さあ皆
さん、頑張ってこれをやりますよ」と次々にシャ
ワーのように声を出されているクラスは、私も
入っていてとても居心地が悪くなってしまうの
ですね。実は私もかつては教員をやっていて、
自分もそうしていたかなと思うことがあるので

それを感じるわけです。やはりしっとり落ち着
いた声でゆっくり話しているクラスは、ほんと
うに私が授業を聞いていても「分かりやすいな」
と思いますので、そういうことをちょっと先生
方にお伝えをしたいと思います。それは一人で
は分かりにくいことなので、やはり授業を見合
いながら先生方がそういう支援システムの中で
ちょっと確認し合うということをやっていただ
けるといいかなと思っています。
　それで、次の「学年一人一人の多様性への配
慮」というのも当然出てくることなのですが、
学校は、身体的にアトピーのお子さんとか、牛
乳が飲めないお子さんなどにはかなり配慮をす
るようになっているのですね。食べられない物
が給食に出るときは、お弁当を持ってきてくだ
さいというように、また、牛乳が飲めないお子
さんについては飲まなくてもいいというような
配慮がされるようになっているわけです。
　しかし、それ以外の見えにくい、発達障害を
疑われるようなお子さんの心の状態に対する配
慮についてはまだなかなか理解されにくいわけ
です。そういうのも「この子はどんなふうに考
えているんだろう」ということを、担任の先生
の視点だけではなく、何人かの先生でいろいろ
な場面のお子さんの様子を見ながら把握してい
ただけると、それが教科指導や生徒指導に生か
されていくだろうなと思います。
　同じことを繰り返すようですが、個々の生徒
への視点も、たとえば、気になる子が席を立っ
てしまう、「分からない」と言って教室を出て
いってしまう。そういうときに、「なぜ席に座っ
ていられなくなってしまったのか」、「なぜこの
教室にいられなくなってしまったのか」という
ことを、児童・生徒側から考えてほしいのです。

「出ていってしまった。では、どうやったら座っ
ていられるか」とか「座っていさせるためにはど
うしたらいいか」という話ではなく、その子の
困り感に配慮するというか、困り感に心を致す
と言ったほうがいいでしょうか、そういうこと
をやっていただけたらなあと思います。それは
１対１で、担任の先生がその子と向き合ってい
るだけですと、なかなか見えないことなのです。
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もう一つは、控えめで、そういう行動を起こせ
ないで困っている子がいます。じっと席に着い
て、何もできないのですが困っている、字がちっ
とも上手に書けなくて困っている子がいるので
すが、そういうお子さんへの配慮も、ぜひして
いただきたいと思います。そういうことも、シ
ステムを作っていただけるといろいろな人の目
で、「あの子、大丈夫かなあ？」ということを言っ
ていただけるかなあと思います。
　「できないことを子どもの責任にしないでほ
しい」ということと、次の「困り感が行動の荒
れになる」というのは、困ってしまうからこそ
だれかに当たり散らしてしまうということが起
きている子がたくさんいます。そのあたりの配
慮と、それから何度も申しますが、担任の先生
がその子を一人で抱えるのはとても大変なので、
担任の先生の大変さに合わせた周りのチームが
先生の大変さをねぎらうような、そのような支
援体制が必要ではないかなと思います。「あの先
生の指導力がないからああなっちゃうのよ」と
いうのは一番まずくて、支援体制ができていな
いためにそういう状態になってしまうと思うの
です。ですから、そうならないようにと思います。
　「指導方法の工夫」は、同じようなことです。
繰り返しになってしまいますが、特別支援学級
のあるクラスでは、特別支援学級の教材とか指
導方法の具体例を共有することでできていくか
なと思っています。「声のかけ方」は、大きな
声で注意するのではなくて、そばまで行って耳
元で小さな声でささやくと、案外落ち着いて聞
けたりするということがあります。
　それから、得意分野を活用して褒めてあげる
と、すごく子どもたちは落ち着きます。そういう
方法について、校内の中でいろいろアイデアを
出し合っていただけるといいなと思っています。
　それから、次の「個別の支援情報を共有でき
るシステム」は、特別支援教育が始まってから
ずっと言われていることですので、これを読ん
でおいてください。
　これで終わります。

司会（長坂）：急がせてしまったようで、申し

わけありません。
　後半のほうはかなりはしょっていただいたの
ですが、分かりにくいところはございますか。
たとえば、「部分学習」というのは何を指すの
でしょうか。簡単にご説明していただければと
思います。
山岡：「みんな、クラスの中で単元を同じだけ
勉強する」とあるのですが、そのお子さんにとっ
てはとても今の段階では無理だという学習内容
もあるわけです。そうすると、基礎のところだ
け、「君はきょうはここだけ勉強しようか」と。
たとえばプリントを 10 問全部見てしまうと、

「こんなの無理」と言ってプリントを投げたり
破いてしまったりするのですが、それを「きょ
うはここだけでいいよ」と言って、１問か２問
だけ取り出して大きくプリントに書いてあげる
と取り組むかもしれないと、そういうことです。
司会（長坂）：ありがとうございます。
　学校ではご存じのように、みんな同じものを
やるということで今までずっとやってきました
ね。それが部分だけでも OK ということですね。
　もう一ついいですか。
　学校関係者はよく分かるのですが、「学校の
中にコーディネーターを置く」ということです
けれども、この「コーディネーター」というの
はだれですか。先ほど、安城市では教頭先生が
やるとおっしゃったのですが、だれが何をやる
のかということをちょっとだけご説明していた
だけますか。
山岡：「特別支援教育コーディネーター」とい
うのが正式名称だと思うのですけれども、安城
市の場合は教頭先生がその役割を担っています
が、ほかの市では特別支援学級の担任の先生が
やってみえたりとかいろいろだと思うのですね。
　特別支援学級だけではなくて、通常の学級の
中で特別支援の必要なお子さん、発達障害のお
子さん方がそうだと思うのですけれども、その
お子さんについてどんな支援ができるのか、今
どんな状況でいるのか、この子の専門機関との
連携はどうなっているのかということについて
把握したり、個別の指導計画が作られるのです
が、それを把握したり管理したり、校内支援委
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員会をそのコーディネーターさんが招集すると
いうような仕事です。まだほかにもいろいろ
やっているコーディネーターの先生方もいます
が、大体そんな感じです。
司会（長坂）：何となくイメージができました
でしょうか。学校の中において、教員でありな
がら特別支援教育のコーディネーターというこ
とで指名されて、学校内における特別支援教育
のリーダーシップを取る方であると、そういう
ことでよろしいですか。
山岡：はい。
司会（長坂）：ありがとうございました。山岡
先生には、巡回相談のご経験からいろいろなお
話をいただきました。
　では、２番目は「学校現場の立場から」とい
うことで、伊藤先生、お願いします。

■「学校現場の立場から」
　　　　　愛知県立安城養護学校　

教頭　伊藤佐奈美 氏　

伊藤：安城養護学校の伊藤と申します。よろし
くお願いします。
　では、教育の立場から、特に「学校の現場で
今、何が必要か」ということでお話をさせてい
ただきたいと思います。

　今、映っているのが、本校を正門のほうから
見たところです。本校は、知的障害のある子ど
もたちを教育の対象とする特別支援学校です。
今日のお話は、本校の取組を見ていただきなが
ら進めていきたいと思っています。先ほどの山
岡先生と違って、私はスライドだけ持 ってき

て、資料をプリントしていませんので、イメー
ジでお持ち帰りいただければと思います。
　今、何が必要かということを考えたときに、
私はこの３段階にまとめることができるかなあ
と考えました。
　一つ目は、それぞれの子どもたちの特性を理
解して、適切に対応するという段階です。子ど
もたちにとって分かりやすく、過ごしやすい、
また、混乱しないような環境を整える。そして、
その中で支援が行き届くということで子どもた
ちは落ち着いて生活をして、いろいろな体験を
広げて周囲のことを少しずつ理解していきます。
その中で身の回りのことを対処することも覚え
ていくという段階です。
　二つ目の段階としては、子どもたち自身が自
分の特性を理解して、必要な対処方法を身につ
けるという段階です。整えられた環境で十分体
験をするということで、そういった力がついて
いくと私たちは実感しています。
　そうした力がついてきたときには、私たち教
師側、支援する側が意識して、子ども自身が自
分について理解していけるように、言葉がけを
したり促したりしていくということも大切な時
期になります。周りから少しずつ支援を外して
いって、自分で対処できることを増やしていけ
るようにする段階になります。
　そして三つ目は、地域や社会の理解を得て、
社会的な生活を自立して行う段階になります。
学校にいる間は保護者や学校の職員の支援が受
けられるということなのですが、卒業後は今ま
でどおりの支援を受けるというのはなかなか難
しい状況になります。
　ただ、自分にとって必要な支援が分かって、
あるいは周りの支援者が本人にとっての必要な
支援を共通理解するということで、社会自立と
か社会参加というのは可能になってくると思い
ますし、そうした支援が今後必要になってくる
と思っています。
　この３段階の支援を実現するために、本校で
具体的に取り組んでいることを少し紹介してい
きたいと思います。
　今年度の本校の児童生徒の障害について分類
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すると、割合はこのようになっています。本校
は知的障害があるというのが前提ですので、「自
閉症」と書いてありますけれども、「知的障害
を伴う自閉症」というように読み替えていただ
きたいと思います。
　自閉症の子どもたちの割合というのは年々増
加傾向にあって、全児童生徒数の半数以上に
なっています。そういった子たちへの手助けの
ポイントとして、私たちが確認していることを
挙げました。
　教師対児童・生徒の縦の関係ではなくて、「教
師は子どもをともに生活する一人の仲間として
接していきたいね」というようなことを言って
います。
　それから、「子どもが一度いやがったことは
しない」ということです。甘やかしすぎという
ようにとらえられるかもしれませんが、先ほど
の山岡先生のお話にもありましたように、いや
がるということは、まだこれを受け入れる段階
ではないのではないかということです。あるい
は、こちらの提示の仕方、課題の設定がまずい
のではないか、かかわり方がまずいのではない
かという視点で考えてみたいと思っています。
　それから、教師が手を出しすぎたり、すぐに
手助けをするというのではなくて、本当に本人
が困っているのかどうか、時間が少しあればで
きるのかどうかということをよく見極めること
が大事だと思っています。「うまくできたとき
はうんと褒める」、これは非常に大事なことだ
と思います。「教師自身がゆったりと、余裕を
持って接する」、これもとても大事なことだと
思います。
　それから、知的障害のある人と付き合うには、
こんな工夫も必要です。相手にこちらの伝えた
いことが正確に伝わるような工夫をするという
ことです。分かりやすく伝えるということだけ
ではなくて、上手に誘いながら、気持ちを高め
るようにして導入していくことも必要です。そ
れから最後のところが私はとてもすてきだなあ
と思うのですけれども、「理解すること、許す
ことも大切な手助け」と書いてあります。
　昨日できたことが今日も同じようにできると

は限りません。振り返ってみれば、私たちだっ
て気分が乗らないときや体調が悪いときは、う
まくいかないときややりたくないときもありま
す。気分や状況に大きく左右されるのがこう
いった子どもたちであるということをまず理解
して、教師のペースで何事も進めようとしない
ということが必要かなと思っています。
　引用文献が下のほうに書いてあるのですが、

『ふしぎだね !? 知的障害のおともだち』という
すてきな絵本が出ています。そこから言葉を
取っていますので、また見ておいていただけれ
ばと思います。
　「自閉症の主な特徴」、これは皆さんもご存じ
のように、これも『ふしぎだね !? 自閉症のお
ともだち』にも書いてあるような言葉です。手
助けのポイントとしては四つあります。ここの
ところで、本校の教室を回ってみると見られる
様子を写真で紹介したいと思います。
　まず、知的障害の子たちのときにも言いまし
たけれども、「相手に伝わるようにコミュニケー
ションの方法を工夫する」ということ。それか
ら、自閉症の子どもたちはこれから何が始まる
のか、何が起こるのかが分からないことを不安
に感じたり、経験していないことを経験するこ
とにとても不安を持ったりする子どもたちです
ので、「前もっていろいろなことを伝えていく」
ということがいろいろな活動をするときにとて
も有効になります。
　「集中できるようにする」、余分な刺激が入ら
ないようにする。それから、先ほど山岡先生も
おっしゃいましたが、マイクを使って体育の先
生が元気よくバンバン言うよりは、淡々と「穏
やかに話しかけたほうがうまく伝わる」という
ことがあります。
　これは、ある学年が校外学習へ出掛けたとき
に、子どもたちが持っていく行程表です。プリ
ントで時間と場所が書いてある行程表も用意す
るわけですけれども、それだけではうまくイ
メージがわかないような子どもたちには、「今
から電車に乗って出掛けるんだよ」、「次に見え
るのはここ」と、写真が順番に出てくるように
なっています。そして、「何時になったら○○
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駅に着くよ」、「そうしたら改札口で切符を買う
んだよ」と、活動が順番に分かるようになって
います。それと、お財布を一緒に持っていくと
いうようなものが作ってありました。
　先日、修学旅行へ行ったときも、子どもたち
用のしおりには、レストランで注文するときの
メニューが写真で張ってあって、絵で選んで注
文できるような工夫などもしてありました。
　それから、これはどこの学校でも見られると
思いますが、「ここにこうして片付けるんだよ」
ということが、言葉で言わなくても見れば分か
るような状況になっています。
　それから、保健室では、「けがをしました」と
か「眼科検診があります」といったときに、い
きなり処置を始めると何が起こるか怖くて、と
きには暴れてしまうような子たちもいます。そ
れで、一番左側のところがマジックテープでペ
タッと付くようになっているのですが、「今から
まず手を洗って消毒をします」、「そのあと、バ
ンドエイドを張ろうね」という順番に並べて置
いてあげて、「今からこれをやるよ」というよう
なことで見せてあげると、割と落ち着いてイメー
ジを持ってやれるというようなことがあります。
　前もって伝えるということにつながるわけで
すけれども、１週間の予定、それから今日一日
の予定というのはあらかじめ分かっていると落
ち着いて活動ができます。そして、皆さんの右
手に二つのタイマーが見えますが、歯みがきを
このランプが消えるまで頑張ってやりましょう
とか、この赤いところがなくなるまでに終えま
しょうということで活動を区切って、「いつま
でやるよ」ということを伝えていきます。
　「時間の構造化」という言葉も出てきました
けれども、これは各教室にある朝の会で使う日
課表です。言葉だけではなく、いろいろな写真
や絵が描いてあって、「この活動をするんだ」
ということが子どもたちに分かりやすく書かれ
ています。「生単」というのは「生活単元学習」
のことなのですが、同じ色でカードが作って
あって、色でイメージを持つ子もいるので、色
もよく使っています。
　これは市販のものですが、カレンダーです。

一番中心となるような活動を入れておいて、「今
日はこれがある」ということが分かるように
なっていますし、終わったところは色のカード
を差し込んで、「今日はここ」というのが分か
るようになっています。
　それから、集中できるようにする。なかなか
気が散って課題に取り組めないという子たちが
いるクラスについては、このような囲いのある
スペースが作ってあります。中を見てみますと、
課題が書いてあって、「これを最後までやると
グルグル回しのご褒美がついているよ」という
ような個別課題をやるスペースになっています。
これは自作教材で、目で見て何をするかが分か
るようになっています。
　幼稚園などへ行くと、遊んでいるところでは
なかなか着替えもできないということを聞くこと
がありますが、奥の部屋が落ち着いて着替えが
できるようなスペースになっています。黒板の
横に張ってある青いのはマジックテープになっ
ていて、着替えの手順を示すことが必要な子に
ついてはカードを示して、四角い箱に終わった
ら入れるというようなシステムになっています。
　それから、話しかけるときは穏やかに話しか
ける。うちの学校の子たちは結構聴覚過敏で雑
音が苦手な子がいますので、イヤーマフを上手
に使っている子が多いです。高学年ぐらいにな
ると教室にかけてあって、自分の体調が悪いと
きや必要なときに自分で取って着けたりしてい
ます。また、スクールバスの中は結構ざわざわ
しているので、ちょっと苦手ということで、ス
クールバスに乗る前に着ける子も結構います。
これを着けても、普通の話し声は聞こえてくる
ので、そんなに意思疎通には問題はないという
ことです。
　このように私たちはやっているのですが、池
田太郎さんという滋賀県の近江学園の創設にか
かわった方で、今のグループホームを始めた人
なのですけれども、こんな言葉が出てきました。
なんかピッタリ来るなあと思って持ってきたの
ですが、「子どもたちが失敗を恐れず、力一杯
活動でき、達成感を享受できるような環境を用
意することで、自分の力でできる活動、役割の
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種類とその範囲を理解することが容易になり、
また、必要なことについては自分から進んで真
意を求めるという自立的な生活態度や肯定的な
自己理解が育っていくのではないか」と言って
います。私たちもそれを実感しています。最初
から訓練して、練習すればできるというのでは
なくて、子どもたちが分かりやすい、楽しんで
活動できることを整えることでそういった力が
伸びていくと感じています。
　特別支援教育ということが言われ始め、個別
の教育支援計画の作成と活用が始まりましたが、
本校においても随分力を入れているところです。
本校の個別の教育支援計画のファイルの中に綴
じてあるものを見ていただこうと思って持って
きました。
　「１. 同意書」と書いてあります。これは保護
者の同意を得るものです。一緒に教育支援計画
を作成して活用していきましょうということで、
確認を取る意味で同意書を出していただきます。
　「２. 児童・生徒個票」、子どもたちの基本的
な情報を３年ごとに保護者に記入していただき
ます。その間に変更があれば、毎年追記するよ
うな形にしています。
　「３. 健康に関する調査票」、身体面と健康面
に関するものが別用紙になっていて、それを書
いていただきます。
　「４. 実態及び長期目標」、これは４月の個別
懇談の時にお母さんの思い、本人の思い、実態
等を含めてよく話合いをして、聴取をして作成
していきます。
　「５. 関係機関との相談記録」、お母さん方が
お医者さんを含めていろいろな機関に相談に行
かれたときに記入する用紙です。
　「６. 福祉関係機関による個別の支援計画」、
福祉関係機関、事業所などを使っておられる方
がたくさんいらっしゃるので、そこでの支援計
画を、少し学校主導、保護者主導で施設等に働
きかけて、こういうものを作っていこうという
動きでやっています。
　「７. ライフサイクルに応じた自立援助計画」、
これはすごくいいなあと私も今年から本校に赴
任して思っていることです。これは学校の中で、

お母さん方に小学校の低学年の段階から将来を
見据えて、今、何をしていけばいいだろうかと
いうことを学習する進路学習会の中で考えてい
ます。そして、福祉関係機関の利用ということ
も積極的に考えていきます。親だけではなく、
いろいろな地域の人とかかわることにつながる
からです。子どもたち自身がいろいろな人とか
かわる力をつけていくということで、事業所の
利用も勧めています。そして、将来を見通した
３年後、６年後、９年後、12 年後にはどんな
ふうになっているといいだろうかというような
ライフサイクルプランを作成していくというこ
とを、ワークショップをしながらやっていると
ころです。
　「８. 個別の移行支援計画」、高等部卒業後、
企業に向けて支援をつなぐということで作って
います。高３の秋に担任が作成しています。
　「９. 個別の指導計画」、これは学校の中で指
導する内容、指導目標、手立てについて、各教
科ごとにすべて作成しています。本校は３学期
制ではなくて２期制の評価をつけていますので、
年間を２回に分けて作っています。
　この図は、年間の流れになります。４月に実
態把握をします。個別懇談で、本人や保護者の
思い、そして担任の思いというのをすり合わせ
て、よく相談をして作っていくということで
す。そして、４月と５月の間のところで、福祉
等の関係機関による支援計画について、進路指
導部が担当して学習会をやっています。それか
ら、５月と６月で作成をしたものを、お母さん
方に提示をして指導を進めていく。また、夏休
みまでのところで、ライフサイクルに応じた自
立支援計画を作成することを学習したり、ワー
クショップをしたりしています。
　８月に１期の学習の様子を伝えて後期の目標
を立てていくということで、後半はこんなふう
です。後半のところはすっきりしていまして、
前期を繰り返してやっていくということですが、
特に卒業学年については進路懇談が入ってきま
すので、それが含まれてくるということになっ
てきます。そういう形で１年が流れているとい
うような状況です。
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　「特別支援教育」と言われるようになって４
年目になりました。でも、私たちは、特別な人が
特別なことをやることが特別支援教育だとは
思っていません。個人にこだわって一人一人を
生かそうとする教育、それを進めていくという
ような視点でやっているということで、本校の取
組の紹介を終わらせていただきたいと思います。

司会（長坂）：ありがとうございました。
　非常に具体的に学校現場で取り組んでいるこ
とをご紹介いただいたのですが、最後のところ
は「特別支援」ではなくて、「個別支援」と言
う人もいらっしゃいますね。
　一つだけよろしいでしょうか。途中でちょっ
とはしょったところで、「答えやすい聞き方を
する」というのが出てきたのですが、それは具
体的にどのようなことですか。
伊藤：「昨日はどうだった？」というような聞
き方をすると、「昨日一日の中の、何を聞かれ
たのか」ということになってくるので、何を答
えていいか分からないわけです。ですから、例
えば今日学校でどうだったかということを聞く
ならば、「今日学校で何を勉強した？」という
ような、少し具体的な質問に変えたり、あるい
はそれでも答えにくいようならば、こちらが選
択肢を作っていくつかの選択肢の中から、「あ
あだった？」、「こうだった？」というような引
き出し方をするというようなことですね。
司会（長坂）：ありがとうございます。
　「具体的に」ということと「選択肢を用意し
た聞き方」ということですね。抽象的な漠然と
した聞き方ではなかなか伝わらないということ
ですね。
　それでは３番目の方で、「企業支援の立場か
ら」ということで、IMH の吉野先生にお願い
したいと思います。

■「企業支援の立場から」
　　　　　産業精神保健研究所　

常任顧問　吉野　　要 氏　

吉野：本来、IMH（産業精神保健研究所）の

所長の小瀬木さんですとパワーポイントをきち
んと作って、「こういうケースにはどのように
して企業の中で適応しているか」というお話を
たぶんしてくださると思うのですが、私は代理
として参りましたので、ご容赦ください。

　今、山岡先生と伊藤先生がお話になったのは、
「学校の支援教育」というものが、どういうふ
うに行なわれて、どういう工夫をされているか
ということになると思いました。
　この中には企業の方や産業医の方もおいでに
なると思いますが、実は、トヨタのある工場の
安全衛生部保健センターというところの保健師
が、次から次へと倒れていくということがあり
まして、なぜだろうということで、何とか助け
てくれる病院はないかというので捜して回った
わけです。それで、たまたま矢作川病院のほう
で、企業に特化した診療を始めようではないか
ということになって始めたわけです。
　１年ほどしまして、企業と連携をするという
ことが必要だと、最初の段階から企業の病院の
ほうだけで治療したからといって、企業に戻れ
なくて、すぐ再発するということがありました。
最近は、いわゆる人格障害とか発達障害の人た
ちが会社の人たちを困らせておりまして、そう
いう相談が多くなってきているのですが、まず
は特に問題になっている、うつの人たちをどう
しようというところから始まったのです。
　その仕組みというのは、先ほど山岡先生が「校
内支援システム」ということを言われたと思い
ますが、病院の中には医師と臨床心理士が、非
常勤を含めると約 10 人ほどいます。医師の診
察と薬物療法になるわけですが、カウンセリン
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グは「小精神療法」という言葉を使って、笠原
先生がガイドをされて、短い時間で患者さんの
心を支えるという方法を考え出しておられたの
で、実は笠原先生にもスーパーバイズお願いを
して、病院での診察とカウンセリングを、合わ
せてせいぜい 30 分から 35 分ぐらいでやれるは
ずだということで始めたのです。
　うつの人は休職してしまう場合が多いという
こともあったのですが、まず病院の中にメディ
カルな、デイケアなどをやっているケースワー
カーたちと臨床心理士が連携システムを作りま
した。そして、カウンセリングを実施しました
一人一人、いま問題になっている患者さんの、
どの点を改善していったらいいのだろうという
ふうなことをピックアップして話し合いをして
おります。
　それで、カウンセリングというもので、いう
なれば、復職支援ということを考えているわけ
です。たとえば「リワーク」という言葉が使わ
れますが、我々は「復職支援というのは会社に
戻ることである」というふうに限定することは
間違いだと考えて、医療のシステムを作り上げ
ました。すなわち、うつのほうから入っていま
すが、病気がよくなったときに、その人たちが
何をやりたいかということで、元の企業に戻り
たいという、自分は元の企業よりも自分のやり
たいと思うことが出てきたので、企業をやめて
自分でほかのことをやりたいというふうな、そ
ういう方向性を新たに見つけるということが、
復職支援だということです。
　つまり、社会的な自立や自分の生活をしっか
りしていくという、方向性を作るというような
ものにしようというふうにシステムを作り上げ
て来たわけです。
　それで、もう一つは、IMH は今年で４年目
なのですが、企業外来を始めて１年目に、これ
は中心になる組織がなければだめだということ
で、IMH というものを立ち上げたのです。
　IMH を立ち上げて、まず、企業と話し合い
を行なわなければいけないわけです。というの
は、今まで先生方がお話になった支援教育とい
うのは、子どもたちのさまざまな課題を何とか

クリアできるようにということで取り組んでこ
られた実践なのです。ところが、企業というも
のは論理が違うわけです。企業で使えないもの
は全部切り捨てる。つまり、発達障害といわれ
るような人たちも企業の中に入ってきているわ
けですが、やはり場の状況が読めないだとか、
その場での不適切な発言があったりして対人関
係がうまくいかないとか、指示された通りに行
動ができないとか、そういうふうなことが起こ
るわけです。つまり、現実認識が非常に遅いと
いいますか、鈍いといいますか、そういうこと
がどうしても起こってくるのです。また、得意
な分野と不得意な分野があるわけです。
　ある会社ですと、理系に特に多いのですが、
大学院まで出ている人もいるのです。ものすご
く特異な技能を持っていて、その能力を生かし
たら会社にとってはすばらしいものができるの
だろうというような人が、実は対人関係がうま
くいかないとか、自分の考えで行動してしまう
わけです。つまり、会社のみんなとの関係を取
りながらやるということができないために、孤
立感を抱いてしまって仕事ができなくなると
いう人も出てきたりしているわけです。そうい
う人たちをどうするのかということを考えると、
企業の中にシステムを作らなければならないと
いうふうに考えております。
　会社によっていろいろ違うかもしれませんが、
どの企業でも法律で決められている安全衛生委
員会というのを作らなければいけません。その
安全衛生委員会の中に、いわゆる保健センター
のようなものが付属していると、保健師さんた
ちや看護師さんたちがいて、身体面のケアとい
うものは十分にやれているのですが、発達障害
の人たちというのは、やはり精神面での問題が
どうしても多くなるわけです。
　先ほど「おだやかな声で」というお話があり
ましたが、声とか話し方というふうなことは学
校までならできるのでしょうが、企業ではそん
なことはできないわけです。学校によっては就
労支援もやっておられると思いますが、やはり
その場合には、発達障害の子どもたちの特性を
つかまえて、どのような企業に行けばうまいこ
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と仕事ができるかというふうに支援をしておら
れると思います。しかし、就労支援をして入っ
てこられても、対人関係の失敗とか、そういう
ことが大体問題の中心になるわけです。
　企業の論理はもうけることなのです。たとえ
ば、トヨタの場合ですと車を作っていますから
ラインが多いのですが、そのラインのある部分
をきちんと決められた時間で、１秒以内にいく
つぐらい作るか、もう秒単位でやられているわ
けですから、行動が遅ければそこのところで仕
事が止まってしまうということが起こります。
そうすると、どうしたらいいのだという問題が
起こってきます。
　そういう場合は安全衛生委員会だけではだめ
だということで、人事部・総務部といったとこ
ろの上司、課長・部長クラスぐらいまでがシス
テムの中に入ってもらうという形式を取りまし
て、それを作り上げてきたのですが、月１回、
患者として病院に来ている人の定例ミーティン
グをやるわけです。
　また、発達障害の方で、患者さんとして病院
に来ていないため、会社の中で困ってしまった
というケースもあるのです。定例ミーティング
で話をするのは病院にかかっている人たちなの
ですが、かかっていなくて職場で問題を起こし
た人に対しては、安全衛生委員会から病院の
IMH のほうに電話があるわけです。
　たとえば、「今この人がこういうふうなこと
で言うことを聞かないし、怒っていてもうどう
にもならなくて困っている。どうしたらいいで
しょう」というようなことを言われます。そう
いうときに、我々は電話で対応できる場合には
電話で対応しますが、そうではない場合には企
業に出かけていって、その問題を起こしている
人、さらに上司とか同僚とか、そういう人たち
に集まってもらいます。そこで、それこそ先ほ
ど言われた「穏やかで、静かに」、ゆっくりと
分かりやすい言葉で、さらに図を描いて説明を
して本人に納得してもらって働けるようにする、
というようなことをやっています。
　実は、会社というのは非常に危険なところが
多いわけです。そういうときに、静かにやさし

く「ここは危ないですよ、だから注意してやり
なさい」と言う必要はないのです。そんなこと
をやっていたらけがをされてしまうので、そう
いう場合は「バカヤロー、そこから離れろっ」と、
大きな声で怒鳴らなければいけない、そうでな
ければ力ずくで、そこの場所から引っ張らなけ
ればいけないわけです。要するに、パワハラな
のです。
　本人はパワハラを受けたと、つまり、大きな
声で怒鳴られて、怒られた。そしてグっと引っ
張られたり、乱暴につかまれてけとばされて転
んだりして暴力を受けたと思うわけです。それ
が企業の場なのです。そうすると、企業とはそ
ういうところだということが分かったとしても、
発達障害ということを分かっていない企業のほ
うが多いので、まずは「発達障害というのはこ
ういうふうだ」という、実際の例をもとにして
教育をしなければならなかったという経過があ
りました。
　それで、普通の人なら暴力を受けてパワハラ
を受けて、「もう私はだめなのだ」とか、「もう
立ちあがれない」と言うだろうと思いますが、
発達障害の人たちは、ある面で「思い込んだら
100 年目」というぐらいで、そんなことは言わ
ないわけです。そうすると、周りの人は「何で
こいつは動かないんだ」、「何でこいつは言うこ
とを聞かないんだ」というふうで、手をこまね
いてしまうのです。
　そういう人たちに対しては、医師が行く場合
もありますが、必ず担当のカウンセラーが行っ
て話をします。担当の上司に電話で「こういう
ふうにするといいですよ」というコンサルテー
ションをすれば済む場合もあるのですが、たい
ていは駆けつけないといけない場合のほうが多
いのです。それで、「ものすごく攻撃的だ」と
いうふうに周りは受け取っているかもしれない
のですが、その人は何が起こっているのか理解
していないのだから、普通の人から見ると反抗
していると映るかもしれないけれども、そうで
はなくて、「この人は、どうしたらいいのか分
からなくなっているのだから、どうしたらいい
かという方向性を示す時間を取ってください」
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と言って、時間を取ってやるようにしているわ
けです。　
　ですから、我々が一番強調するのは、発達障
害の人が自立したり社会参加するということに
絶対にプラスになると思っているのですが、「た
くさんほめてください」ということです。悪い
ことを挙げないで、「あなたはこういうところ
があるじゃないか」、「こういうことができた
じゃないか」と、いいところをきちんと確認し
てほめるのです。「企業の中でそんなことをやっ
ている暇はない」と言う人もいますが、「ほめ
ることはその人を元気に働かせるために、また
職場の部署に戻って働かせるために絶対必要な
ことです」と言って納得してもらうわけです。
　また、場合によっては、この職場は危険度が
高いから、もうちょっと安全度が高いところに
移すということを考えないといけないわけです。
そういうときには上司を呼んでもらって、総務
部や人事部の人たちに、「この人にはこういう
特徴があって、こういう能力がありますから、
こういうふうに働ける場所を作ってください」
と、あるいは「配置換えをしてください」と言
うのです。ただ、配置換えのときに注意しなけ
ればならないのは、「自分が悪いことをしたか
ら今いる場所から飛ばされたのだ」と思うよう
な配置換えはしないでいただくことです。
　そういうふうなことをしながら、発達障害の
人たちが企業でうまく働いている例として、も
う２年ずっと同じところで問題もなく、とても
明るくにこやかに仕事をしている人も出てきて
います。
　発達障害の人たちに対するものは、かかわる
人間の数と、そしてとても時間がかかるわけで
す。今は不況で、中企業や小企業ではそんなこ
とはやれません。「問題が起こったらすぐやめ
てもらいます」というところがほとんどです。
たまたま、私たちが関係したトヨタという大き
な企業の中の、ある部門での問題だから成功し
たのかというふうにも思いますが、とにかく発
達障害の人たちというのは、年齢の高いところ
に結構多いのです。
　つまり、時々ミスもやりますし、仕事も遅い

けれど、これだけ仕事をまじめやってきたのだ
から昇進させてあげようというということにな
ります。昇進していくと、今度は何をやったら
いいか分からないというふうなことで、うまい
こと仕事ができなくなるのです。そのときには、
申しわけないけれども、給料は同じで、別な職
名で同じような階級というかたちで、仕事がで
きる場所を考えてくれませんかということをお
願いするわけです。これはやはりトヨタだから
できたのかなと思いますが、そういう部署を
作ってくれまして、そこで働くというふうなこ
とでうまく続いてきています。
　発達障害の大人の方たちというのは、自分の
思い込みが強いので、上に上がると下の人たち
が大変なのです。「こういうふうにやらないと
いけないんじゃないか」と思いながら、「いや、
こうだ」というふうに言われると、仕事がストッ
プしてしまうことがあって非常に困ることが多
いのですが、幸いにしてまだ少ないので、何と
かそういう人たちへの対応ができているという
ことです。
　つまり、病院の中に支援のシステムを作って
ある。企業の中にも支援のシステムがあって、
上のほうにきちんと意見が言える、課長・部長
クラスの人たちも参加した企業内でのミーティ
ングもできるというシステムと、我々と企業と
の間での定期的なミーティングがきちんとでき
る。さらに、場合によっては真夜中に来ること
がありますけれども、いつでも電話してもらう
ということです。
　この前には、いつの間にか人がいなくなって
しまって困ってしまった、捜さないといけない
ということで、我々が飛んでいくということが
ありました。私は臨床心理士ですけれども、臨
床心理士の人がそういうフィールドワークとい
うかたちで参加して、いなくなった人を捜すと
いうようなこともやったりしています。
　定例のミーティング、そして、定例外でいろ
いろなコンサルテーションとか患者さんとの話
をする。そういうことを通じて企業にきちんと
適応して働けるようになったわけです。または、
問題をちょくちょく起こすけれども、我々は企
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業内の人たちへの教育をするわけですが、その
教育をすることによって、どのように扱ったら
いいかということをひとつ覚えていってもらう
わけです。そうすると、職場の中でお互いが、「あ
いつはこういうところになると、ものすごくむ
くれたり反抗するんだよな」、「だから、そうい
うふうにならないような働きかけがあるはず
だ」とお互いに考えて、お互いにほめあうとい
うふうなことがあります。ひとつの例でいけば、
危ないところはみんなでカバーしながら助けて
いくという援助システムのようなものも、企業
の中で育ってきているのが今の段階です。
　このように、我々は発達障害の大人たちも支
援する体制を作り上げてきました。
　ちょっと長くなって申し訳ございません。

司会（長坂）：ありがとうございました。
　多分新しい取り組みで、ご存じなかったと思
うのですが、詳しくはホームページもあります
ので、「産業精神保健（IMH）研究所」あるいは「矢
作川病院」で検索していただくと、もっといろ
いろな情報がお分かりになるかと思います。
　企業へのそういった支援、発達障害に特化し
たものではないのですが、発達障害の方もたく
さんいらっしゃるということですね。そこで、
皆さんも驚かれたと思いますが、電話でのリア
ルタイムの対応、そして、こちらから出かけて
いってそこでも対応するということで、ほんと
うにすごい取り組みだと思います。
　それでは、時間がだいぶ気になってきたので
すけれども、多久島先生、お願いいたします。

■「親の立場から」
　　　　　あいちＬＤ親の会　かたつむり　

多久島睦美 氏　

多久島：よろしくお願いいたします。
　「あいちＬＤ親の会」の多久島と申します。
　日ごろより、発達障害の子どもたち、青年も
含めてご支援をいただきまして、心より感謝を
申し上げます。
　時間厳守ということなので、端的にお話をさ

せていただきます。言葉足らずの部分もあるか
と思いますが、ご容赦ください。
 

　「あいちＬＤ親の会」なのですけれども、受
付に親の会のリーフレットを置かせていただき
ましたので、ぜひお持ち帰りいただければと
思います。私どもの親の会は、高校を卒業し
た 18 歳以上の青年が半数を占めておりまして、
最年長は 30 代後半とか、そういう大きな子ど
もたちがいる親の会です。
　まず、自己紹介を兼ねて、私の息子なのです
けれども、LD と ADHD の特性を併せ持って
いまして、小学生の頃は椅子にすわらないとか、
授業に集中できないこともしばしばで、先生に

「こんな子は指導のしようがありません」と言
われたりもしました。今は 23 歳ですが、専門
学校を卒業しまして、自動車部品の工場へ就職
し、おかげさまで５年目になります。障害者手
帳は持っていませんので、一般就労で、周囲の
皆様のナチュラルサポートで働き続けることが
できています。
　さて、発達障害についてですが、本当に理解
されにくく、誤解されやすい障害です。たとえ
ば学習障害というと、さも学校の勉強ができな
い障害というふうに思われがちです。しかし、
生活習慣であるとか人間関係は、生まれつき本
能的に備わっているものではなくて、まさしく
学習して身に付けていくものなので、学習障害
の子は学校の勉強だけではなくて、本当に毎日
毎日の身だしなみからお友達とのやり取り、そ
ういう生活のあらゆる場面で困っている子ども
たちです。
　そして、「しつけがなってない」と言われて
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しまうことも少なくありませんが、普通のお子
さんというのは、教えなくても自然に覚えると
いうことがたくさんあるのですけれども、この
子たちは自然に覚えるということがないので、
一つ一つ意識的に丁寧に教えてあげるというこ
とが大切になってきます。
　また、この子たちは、外見上は全く普通のお
子さんと変わりませんので、本人がわがままだ
とか、自分勝手だとか、親の育て方が悪いとい
うふうに誤解をされてしまいます。親の会には、

「集団行動ができないからという理由で部活動
をやめさせられた」「乱暴な子だと PTA につ
るしあげられて、支援学級に無理やり移籍させ
られてしまった」というような相談がたくさん
寄せられています。
　そういう状況の中で、ただでさえ社会性の弱
い子どもたちがどうやって社会性を身に付けて
いけばいいのでしょうか？
　今日、最初にご紹介いただいたのですが、資
料の巻末に、この春に私ども親の会で学齢期
のお子さんをお持ちの親御さんを対象に、ア
ンケートを取らせていただいたものがありま
す。その中に、たとえば、「中学生のお子さん
が学校の先生から気ちがい呼ばわりされて泣い
て帰ってきた」というような事例もあるのです。
ですから、ぜひ生の声としてお読みいただけれ
ばと思うのですが、これは５年も 10 年も前の
話ではなくて、発達障害者支援法ができ、特別
支援教育が始まってからのここ１～２年でも現
実にこういう状況があるということなのです。
　本当に、今日ここに集まってくださった皆さ
んのように、支援してくださる方がいる一方で、
多くの場面で私たち親も子も、無理解によって
いまだに傷つけられています。
　そういう状況の中で、いろいろな二次障害の
問題が起きてきます。いじめ・不登校・ひきこ
もり・無気力・家庭内暴力 etc。そして、親が
最も恐れることは、本人が「どうせ俺なんか何
をやったってだめなんだ」という劣等感と人間
不信の塊になってしまうことです。
　当の子どもたちの「思い」はというと、「誰
も俺に謝ってくれないのに、どうして俺ばかり

謝らされるんだ」「もうこんな身体は嫌だ（パ
ニックの後で）」「僕は悪い子だからここに来ま
した（病院の初診の日に）」こんな表現をする
のです。また、「みんな違ってみんないい」…こ
れは特別支援教育のキャッチフレーズのように
なっていますが、子ども本人は「僕もみんなと
同じがいい」と思っているのです。どんなに手に
負えない問題児と言われている子でも、本当は

「僕も勉強が分かるようになりたいし、僕にも
友達がほしい」というふうに思っているのです。
　よく、発達障害の子どもたちは、相手の気持
ちとか表情が分からないと言われます。では皆
さん、明日職場に行かれて、職場中の人がみん
な仮面のような、無表情でうすら笑いを浮かべ
たような表情で自分のことをジーッと見ていた
らどうですか？気持ちが悪くて落ち着きません
よね。おまけにこんな顔で「どうして人の気持
ちが分からないの」「なんでできないの」と言
われたら、どうですか。恐怖ですよね。
　こんな恐怖や混乱、そういう中で発達障害の
子たちは、日々頑張って生活をしているのです。
人の表情が読み取れないというたった一つのこ
とでもこんなに怖い。そういう状況の中に子ど
もたちは置かれています。
　また一方で、青年期の課題というのもありま
す。今皆さんが「この子ちょっと気になるな、
発達障害かな？」と思ってみえるお子さん以外
にも、実はたくさんの子どもたちが発達障害と
いうことを親にも先生にも気づかれないまま、
支援も何も受けることなく放置されています。
その子どもたちは、たとえばアスペルガー症候
群であるとか高機能自閉症ということで、勉強
がとてもよくできてしまうのですね。ですから、
ちょっと対人関係とか行動面に問題があっても、
誰も障害だとは気がつかないでそのまま大人に
なってしまいます。そういう子どもたちが大学
に入ったり、就職したりすると、てきめんに不
適応を起こして障害が顕在化してくるわけです。
　そうなって初めて、たとえば 20 代半ばとか、
30 歳近くになって離転職を繰り返してしまう
とか、就職がうまくいかないということで、親
も子も困り果てて初めて障害者職業センター
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とか、「障害者…」と名の付くところに相談に
行くわけです。そうなった時に、本人が障害を
受容できなくて、「俺は障害者なんかじゃない」
と否定をすると、せっかく就労支援などの制度
はあるのですけれども、障害者手帳を取ること
もできないし、福祉サービスや就労支援の制度
を利用することもできない。そうすると、ひき
こもるしかないという状況になってしまいます。
　ですから、いま社会問題化しているひきこも
りとかニートという青年たちの多くは、診断さ
れていない、気がつかれないまま大人になって
しまった発達障害の方が相当数いるのではない
かなというふうに思っています。
　そういうことを踏まえて、皆様にお願いした
いことは、まずは「支援」というよりは、この
子たちを大人になる前に傷つけないこと、とに
かく「二次障害を防ぐ」ということです。
　それから、障害受容ではなくて自己理解とい
うことです。これは、自分自身の「できること」

「できないこと」「できないことはどういうふう
に工夫すればいいのか」ということが３点セッ
トで具体的に分かっているということです。「で
きなくていいよ」というのではなくて、できな
いことを自分でどう工夫すればいいのか、ま
たは周囲にどう助けを求めたらいいのか（SOS
を出す）。このスキルがとても大事で、日々の
生活の中で、意識的に地道に教え積み重ねるこ
とで、小さいときから自己理解を深めていく。
そういうことが、その後の進路選択とか自己選
択ということにつながっていくのではないかな
というふうに思います。
　たとえば、字が書けないと、字が書けるよう
にということで、私もビシバシとスパルタで特
訓してしまいましたが、字が書けないからだめ
だというのではなくて、ではそれをどうやって
補ってサバイバルしていくかというふうに、発
想の転換をして常に考えていくということが大
事かと思います。
　最後に、先ほど山岡先生も言ってくださった
のですが、支援教育は教育のユニバーサルデザ
インということで、私たちは発達障害の子だけ
を抽出して助けていただきたいわけではないの

です。この子たちにとって分かりやすい授業は
ほかの子にとっても分かりやすい授業であるし、
この子たちが楽しい学校・楽しい職場は、ほか
の人にとっても楽しい学校・職場であるわけで
す。ですから、特別支援教育は特別な子どもの
ための特別なことということではなくて、どの
子にとってもよりよい教育なのだというふうに
とらえていただくことで、周りの子、たとえば
先ほど「疑いの子」という言葉がありましたけ
れども、グレーゾーンの子も含めたすべての子
の社会性とかコミュニケーションスキルを高め
ること、育むことになるのではないかなという
ふうに思います。
　それから、「できることから始めよう」とい
うことで、よく「障害は個性だ」と言われます
けれども、たとえば家庭内暴力とかひきこもり
とか、深刻な二次障害に苦しんでいる方に「障
害は個性だ」では済まないのです。私たちが本
当に苦しんでいるのは、無理解や二次障害で
あって、「二次障害は個性じゃない」と声を大
にして言いたいのです。
　障害は、皆さんの本当の理解と支援があって
初めて個性になりますので、どうか助けていた
だきたいと思っています。
　かなりはしょりましたが、ぴったり終わりま
した。ありがとうございました。

司会（長坂）：ありがとうございました。
　牧先生にお話いただきたいところなのですけ
れども、全体の時間が少なくなっておりまして、
フロアの方が一言も発言せずに終わってしまい
そうなので、フロアの方でちょっとご質問とか
ご意見がございましたら。なるべくコンパクト
に、１分ぐらいでお話いただけるとありがたい
のですけれども。
ではお願いします。

■フロアからの質問
フロア：「名古屋うつ病友の会」という患者会
なのですけれども、今まではうつだけを見てい
ればよかったのですけれども、最近は相談とか、
いろいろなことで来る人の中に発達障害の傾向
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が見られるということで、実は吉野先生のお話
を聞いて、自分ももしかしたらそうなのかなと、
ちょっと似た経験をしたことがあったものです
から、すごく納得して聞いていました。本当に
私どもも…おうかがいしたことがあるのですけ
れども、まさにその通りのことだなと思います。
私も障害者ですが、社会から見れば私たちには
障害があるのですけれども、自分たちが障害者
だとは思っていないわけです。
　結局、弱い立場の人間が一緒に共存していけ
るというのが共生社会であって、それは障害で
はなくて、社会が勝手に作っている障害なので
す。本当に私たちもこれを限界に感じているの
で、その部分をどういうふうにしたらいいもの
かというのを、また、うつの人はプライドが高
いものですから、なかなか現実を受け入れよう
としないというのか、また元に戻れば、また元
に戻れると思っているという、そのへんのこと
を皆さんの意見はどうでしょうか。
司会（長坂）：ありがとうございました。
　うつということに特化したご質問でよろしい
でしょうか。
フロア：うつに特化した発達障害の人が相談に
来られているということです。
司会（長坂）：今日のテーマは発達障害というこ
とですけれども、何か今のことについて少しお答
えできるような方はいらっしゃいますでしょうか。
　吉野先生、何か一言お願いしていいですか。
吉野：私どものやっていることは、４年も経ち
ますと、もう当たり前のことをやっているとい
う感じでやっています。僕は臨床心理士ですが、
病院には臨床心理士が 10 人所属していますか
ら、やはり薬物で気分的なものを落ち着かせて
もらわないと話ができないというところがあり
ますけれども、発達障害の方にはあまり薬は
使ってないと思います。
　ただ、職場の人間関係の中ですごく落ち込ん
でしまって、上司から「ちょっと病院へ行って
こい」と言われて、矢作病院のほうに紹介され
てくるわけです。そうすると、我々はじっくり
と話を聞いて、「こういうところがうまくいか
なかったんだよね」と言います。

　最近はいわゆる認知行動療法というものがす
ごく流行ってきていますけれども、カウンセリ
ングをずっと続けていく中で、個人的な信頼関
係ができます。その中で、「会社で苦手な人に
もちょっと声をかけてみるとどうだろうか」と
か、本人自身の元気をできるだけ自分から出せ
るようなカウンセリングということを続けて
いって、行動療法といえば行動療法なのですが、
具体的に「こうするとうまくいくかもしれない
からやってみたら」と言うわけです。そうする
と、「やってみる」と言ってやって来るのですね。
すると、次は「うまくいった」とニコニコして
来るのです。それで、「もっとうまくするには
どうしたらいいだろうか」ということで、また
カウンセリングで話をしながら、少しずつ少し
ずつ、自分がやれば自分が元気を取り戻せると
いう体験をカウンセリングの中でやってもらっ
ているのです。
　そんなことで、問題を解決するとか何とかと
いうことを考えずに、「今一番楽しくなるには
どうしたらいいだろう」というふうな話をする
ようにしてかかわっています。それが会社でも
プラスになってきて、会社のほうから「このご
ろすごく元気だよ」という連絡が来て、とても
うれしい気分になったりしています。
　ですから、うつということに関しても、実は
少し待てば必ず元気になるわけです。そのとき
に、元気になったからといって、慌てて仕事を
しないように、「あれをしないといけないと言
うとまた元に戻るから、ここは有休でもとにか
く会社に診断書を医者に出してもらうように頼
むから、１カ月ぐらい休みを延長するというの
はどうだろう」というふうで、相談しながら元
気になるまで待つという、それで復職プログラ
ムのデイケアに入ったり、作業療法をやったり
しながら、「こういうことをやり始めました」
ということを企業のほうに言って、企業のほう
でも、「今度来たらこういうプログラムで会社
に慣れていくようにすれば大丈夫ですね」と、
了解し合いながらやっているという状況です。
　直接お答えになったかどうか分かりませんけ
れども。
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フロア：そういうふうにやっているのですけれ
ども、それを本人が理解しない。たとえば、何
かを「これをやってみたら」と、いくつか提案
しますよね。やってみて「全部だめだった、私
はやっぱりだめなのだ」ということになってし
まったのです。
吉野：そういうときは、僕らは、「今までやっ
たことがだめでも、この次にやったらうまくい
くかもしれないよ」という、とにかくその人が
ものすごく落ち込んでいるときには、我々は次
の方法を考えようというふうでやっていきます。
そうすると、必ずうまくいくものが見つかるの
です。そういうふうに僕は信じて今までやっ
てきて、実際に見つかりましたので、「自分は
だめだ」、「そんなことはないよ。あなたはこれ
だけのことを頑張ってやっているじゃないの。
これだけ頑張れるというのはすごいことだよ」。

「何回やっても失敗して、自分はだめだという
ふうに悪いほうに言ったけれども、これはここ
のところがうまくなかったのかな」というふう
な、「そのへんを一緒に話をしてみよう」とい
うふうにして、だめだったものを次につなげる
というやり方で。
フロア：それが結局本人は家に引きこもってし
まって、「私はだめだから」と、相談に来なくなっ
てしまうのです。発達障害か何なのか分からな
いけれども、そういう徴候が実はある。という
のは、うつというとほとんどの精神科の先生が
判断してしまうのです。発達障害とうつと、う
つの中に発達障害の人が大人になって、わたし
たちの患者会の中でも実はそうだったという人
が何人もいるのです。
司会（長坂）：すみません。本当に時間が限ら
れているので、申し訳ないのですけれどもこの
へんにさせていただきます。
　本来でしたらもう少しご意見をうかがいたい
ところなのですけれども、こちらに牧先生が控
えていらっしゃいますので、残り少ないですけ
れども、先生ご自身のお考えと、話題提供をお
聞きいただいていろいろなことを思われたと思
いますので、ぜひご意見をお聞かせください。
お願いします。

 

司会 長坂正文先生　指定討論者 牧真吉先生

■指定討論者　　
　　　　　名古屋市中央療育センター　　

所長　牧　真吉 氏　

牧：いろいろ聞きながら勝手にいろいろ連想し
ていました。
　私自身が今聞きながら思っているのは、「あ
あ、社会の中からいいかげんさが失われたのだ
な」ということです。正直なことを言うと、私
たちは、安心していたり安全だったりすると、「ま
あいいか、そのぐらい」。その「まあいいや、そ
のぐらい」を社会が許さなくなってしまいました。
　学校へ行っても、人をけがさせると「そんな
ことをやっちゃいかん」と言われたら困るわけ
です。「まあいいか、そのぐらい。またなんと
かなるでしょう」と言ってくれるのが、実は私
たちが持っている安全感なのです。私たちの
持っている、社会が持っている安全感がなくな
ればなくなるほど、人が生きていくのにこんな
に狭い範囲しか許してもらえなくなるのです。
　私はこの間、「自分のいいところは何か」と
考えて、私のいいところは、実にいいかげんで
あること、何でもすぐ忘れるし、何でもいいか
げんにしておいて、スッと忘れられて、だから
病気にならないでなんとかやっているのだと思
いました。いつも相談している人たちに、今日
相談に来た人たちのことを本当に真剣に考えて
しまったら、たぶん私は病気になっているわけ
です。
　だから、いいかげんにやることができるとい
うことは、裏を返すと実はそれが私たちの持っ
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ている安全感・安心感なのだと思います。社会
は安全・安心にするために、どんどん余分なこ
とをやらせて、どんどん安全感・安心感を奪っ
ているわけです。学校で事件が起こるたびにい
ろいろなことをやらせて、結果的には安全感・
安心感を失わせているのです。そういうときに
締め出されているのが「発達でこぼこ」である
と、この間、田中先生などと言っていたのです
けれども、そういう意味で言うと安心感が失わ
れている。
　もう１点だけどうしても言っておきたいのは、
私たちが見ている社会、私たちが得ている情報
を考えてみてください。皆さん方は正確に正し
く情報をとらえていると思いますか。社会にあ
る、あるいは現実界にある正確な情報っていっ
たい何でしょう。
　私たちは、実は私たちがうまく生きていくた
めに、すごく脳のフィルターをかけているので
す。私たちが得ている情報というのは、所詮フィ
ルターがかかったものです。たとえば、最近テ
レビでよく流行っている「アハ体験」で、絵が
だんだん変わっていく、「変わっていくところ
が分かりますか」というのを見られたことはな
いですか。あれを見つけられる方は手を挙げて
ください。私は、ああいうのが出てきて、「ど
こか変わっていくところを探してください」と
言われて、「はい、見つけられます」という人は、
立派な自閉症ですよと言います。
　つまり、私たちはそういうところは、フィル
ターをかけて落としているのです。自閉の子た
ちは何をしているかというと、申し訳ないけれ
ども、彼らは人間に興味があまりないから、得
ている情報から人間の情報をみんな捨てている
のです。だから、呼びかけても振り向かないと
いうのは当たり前なのです。私たちは、人間の
声をとても大事にしているから、ちゃんとそれ
はフィルターでひっかけているわけです。その
かわり、近くですごい雑音がしていても意外と
聞いてないのです。
　時計の針の音などは普通気にしていないで
しょう。あるいは、どこかでファンが回ってい
る音がしても気にしてない。もっと極端なこと

を言うと、夜寝るときに、近くで誰かがコソコ
ソ話していると気になって眠れないのに、ゴー
ゴー滝の音がしたり、波の音がザブンザブン、
音量計で測ってみるとものすごい音量なのに、
気にならずに寝てしまうわけです。
　でも、実は私たち自身がフィルターをかけて
いるのです。そのフィルターのかけ方というの
は、私自身が勝手に思っているのですけれども、
赤ちゃんが育ってくる間に、同じことに対して
少しでも同じように興味を持って、そこへフィ
ルターがかかっていくようにしているのが、た
ぶん１歳までに私たちがやっていることなので
す。それがうまくいく子もいれば、やはりなか
なかうまくいかない子もいます。
　それで、自閉の子たちの中ですごく大変なの
は、視線恐怖の子です。実際に私が診ている自
閉のお子さんたちは、合った瞬間にそらされま
す。視線が合ったかな、一瞬合ったかなと思う
のだけれども、もうそらしているのです。そう
いう子たちは目から情報を得ていないのです。
得られないでしょう、すぐ瞬間的に。でも、そ
れは視線がものすごく過敏なのです。
　私たちは鈍感だから何とかなっているわけで
す。過敏だとそれが怖いのでそらしてしまうか
ら、そこからの情報が得られない。つまり、私
たちは同じところを見るようにするから、そこ
の情報はフィルターをかけて残ってくるように
しているわけです。自閉の子を見ているとすご
くよく分かるのは、物はすごくよく見ています。
だから、車の絵を描かせると、ものすごくきれ
いに絵を描きます。でも、人の絵を描かせると
おばけみたいな絵になるのです。
　よく言われるのは、大人になった自閉の人が、

「小学校だったころ、私はすべての人の区別が
つかなかった」と。私たちは、顔を見ると一人
一人区別がつくと思っているのだけれども、私
たちが顔の情報をものすごく正確にキャッチし
ているからなのです。猿山へ行って猿を見て皆
さん区別がつきますか。つかないでしょう。で
も、猿を飼って世話をしている人たちは、１匹
１匹名前を付けて区別をしているのです。つま
り、そこの情報をちゃんとキャッチしているも
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のだから、区別がつくわけです。
　だから、この子がどんな情報をキャッチして
いるのかと考えてください。この子がキャッチ
している情報がもし分かれば、私たちはこの子
と少しは交流できるのです。でも、私たちは勝
手に私たちのキャッチしている情報こそが正し
い情報だと思っているのです。私は世の中に正
しい情報なんてないと思っているのですが。た
だ大事なのは、私たちが文化としてそれを共有
しているのです。おおむねこんなところ、でも
それを「絶対ここが正しい」というふうにして
しまうと、どんどん弾き飛ばされてしまうわけ
です。おおむねこんなところなのです。いいか
げんというのは、多少ずれていたって「まあい
いじゃない、間違っていたね」と言って許され
ることがないと大変なのです。
　もう一つは、「この子はどんな情報をキャッ
チしているのか」というふうに誰も思ってくれ
ていなかったのです。「おかしな人がいる」と
思っているわけです。私が今やっているのは、
この子が起こしてくれた反応からこの子が得た
情報を考えてみようということなのです。
　だから、おかしな反応をしているわけではな
いのです。私たちだってものすごく怖いところ
に行ってものすごく恐ろしいことがあったら、
そういう反応をするわけです。恐ろしくもない
ところなのに恐ろしい反応を起こしているとい
うことは、私たちと得ている情報が違うだけの
話なのです。その子にとってはものすごく怖い。
だとしたら、どんな情報をこの子はキャッチし
ているのか、それが分かればなんとかやってい
けるのです。
　私は今、療育センターというところにいまし
て、子どもがわりと小さいうちに来てくれるの
で、この子がどんな情報をキャッチしているの
かというのを共有して、共有する部分が増える
と、どんどん自閉症らしくなくなって、普通の
子になっていくのです。つまり、情報が共有で
きれば、私たちは結構似た者なのです。
　でも、情報が共有できないのは、こちらが分
かっていないということなのです。「この子は
分かってない」と思うからいけないので、「こ

の子がキャッチしている情報を、自分が分かっ
てないのだ」と思えばいいわけです。だったら、
この子がどんな情報をキャッチしているのかと
いうのを一生懸命考えていって付き合っていく
ことです。
　ただ、やはりすごく重い方は私たちの想像力
が及ばないのです。それは仕方がないことで、
私たちにもやはり限度がありますから、想像す
るにしてもなかなか想像できないこともあるわ
けです。でも、少なくともこの子の起こした反
応は異常なのではなくて、この子がキャッチし
た情報の結果起こしている反応だと思っていた
だくことです。「おかしいわ、なんでこんな反
応するの」ではないのです。この子が起こして
いる反応は、この子がキャッチした情報の結果
です。でも、私たちはその情報をキャッチして
ない。ただそれだけのことなのです。
　そこのところを本当に丁寧に、丁寧にやって
いったら、もしかしたら発達障害なんて、そう
いう意味で、どこの情報をキャッチしているの
か、私たちだって情報を正確にキャッチなんか
していないよというのが大前提です。
　私たちは情報にフィルターをかけています。
でも、みんな同じようなところでフィルターを
かけてくれるから、なんとか話が成立している
だけの話です。フィルターのかけ方が違ってし
まえば、かなり違った情報になります。そうい
うことをいくらか知っておいていただけると、
少し違ってくるのかなと思います。
　先ほどのお話も、私が気になっているのは、

「特性」と考えてしまうことで、このような「特
性」ではないということです。私たちと同じ気
持ちをみんな持っていると、私はそう考えてい
ます。違う気持ちを持っているわけではなくて、
同じ気持ちなのだけれども、得ている情報が違
うのです。そこのことに思いが至らないために、
おかしなことが起きているのではないかなと私
自身は思っています。
　ですから、その子たちが得ている情報をなん
とか私たちが分かることができたらかなり違う
と思うのです。私たちだって情報にフィルター
をかけているのですから、「私は正確な情報を
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得ていて、あの人はそうではない、変な情報を
得ているのだ」ということではなくて、私たち
は情報を得ているときに、ものすごくフィル
ターをかけているので、絶対正確に情報を得て
はいないということです。
　たとえば、テープレコーダーをポンと置いて
おいてみてください。私たちはどんなにあがい
ても、テープレコーダーで聞いた音と同じ音は
聞けないわけです。でも、機械が録音している
のが正確かといえば、機械だって人の耳に聞こ
える範囲しか録音していないのです。私たちの
耳に聞こえない音波だってあるわけですが、そ
ういうのはしょせん記録していないのですね。
そう考えると、情報というのは、残念ながら文
化として共有している情報なのだということで
す。そういうことで理解をしていただけたらい
いのかなと思います。
　以上です。
司会（長坂）：ありがとうございました。
　本当に時間がもう過ぎてしまいましたので、
これで終わらせていただきたいのですけれども、
牧先生からは非常に大切なご指摘をいただいた
と思います。特に熱心になればなるほど、おっ
しゃったように細かくなってきてしまうのです。
確かに必要なことですから、でもそればかりを
追究していると、かえって自分たちを苦しめて

しまうかもしれません。
　そういう意味では、いいかげんというキー
ワード、「いいかげん」と発音したらいいのか、

「よいかげん」
と言ったらいいのか、そこはすごく大事なとこ
ろであります。それから、どんな情報をキャッ
チしているのか、私たちのほうが分かっていな
いだけなのだということで、それも本当に発想
の転換といいますか、すばらしいお話でした。
　まだまだきっとご意見・ご発言はある方もい
らっしゃると思うのですが、時間は守りたいと
思いますので、このへんで今日のシンポジウム
を終わらせていただきます。
　どうもありがとうございました。

精神保健福祉基金貸し付け制度のご案内

　当協会では、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加の促進を図るため
に、「愛知県精神保健福祉協会　精神保健福祉基金」を設置し、精神障害者を対象とする障害
福祉サービス事業所等を運営する者に対して、必要な資金を無利子で貸し付けています。
＊貸付の対象者：主として精神障害者を対象とするグループホーム、ケアホーム、または小規

模作業所等を運営する者
＊貸 付 の 種 類：①運営資金－施設の運営に要する費用
　　　　　　　　②整備資金－施設の創設、改造、修理等に要する費用
＊貸 付 額：一口 10 万円で、限度額は 10 口（100 万円）まで
＊貸 付 利 子：無利子
＊償 還 方 法：１年据え置きで、以後３年以内に一時償還または分割償還
＊受 付 方 法：毎年８月末日までに協議書を提出
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　東北地方太平洋沖地震で被災された皆様にはこころよりお見舞い申し上げます。
　当協会の会員の皆様のなかにも、被災地での支援に参加された方々もお見えになるかと思います。
当協会でも今何か出来ることは無いのか。又愛知県でこのような大規模な災害が起きた場合には協
会として何か出来ることはあるのか、考えていく必要があるのではないかと思うこの頃です。機関
誌は会員の皆様により作るものでもあります。ご意見・原稿を是非お寄せください。 （Ｙ）

編　集　後　記

■ 平成22年度　精神保健福祉協会事業報告 ■

１　精神保健福祉普及啓発事業
　　こころの健康フェスティバルあいち
　　　開催日　平成22年10月23日（土）
　　　場　所　日進市民会館
２　精神保健福祉に関する研究会等
　　精神保健福祉シンポジウム
　　　開催日　平成22年11月19日（金）
　　　場　所　愛知県自治センター12階Ｅ会議室
３　会議の開催 
　　理事会
　　　開催日　平成22年６月10日（木）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎８階研修室
　　広報普及部会
　　　開催日　平成22年７月22日（木）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎8階82会議室
　　　開催日　平成23年２月７日（月）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎８階研修室
　　協会長表彰選考会 
　　　開催日　平成22年８月12日（木）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎８階82会議室
　　教育研修部会
　　　開催日　平成22年12月22日（水）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎８階研修室
　　常務理事会
　　　開催日　平成23年３月24日（木）
　　　場　所　愛知県東大手庁舎８階研修室

当協会では、広く会員を募集しています。
年会費：個人会員（1,000円）・団体会員（15,000円）・賛助会員（50,000円）
納入方法はゆうちょ銀行振込用紙をお送りします。お問合せは事務局までお願いします。
事務局：〒 460-0001　名古屋市中区三の丸３－２－１　　愛知県東大手庁舎
　　　　愛知県精神保健福祉協会　TEL　052－962－5377（内 550）　FAX　052－962－5375

会員募集のお知らせ

平成 23 年度精神保健福祉協会総会

日　時　平成 23 年６月 30 日（木）
場　所　愛知芸術文化センター
プログラム
１　総　　会　午後１：40 ～午後２：10
２　記念講演　午後２：30 ～午後４：00
　　テーマ　
　　　対談 ｢ 子どもの発達障害

～それぞれの領域へ望むこと」
講　師　京都ヘルメス研究所所長

山　中　康　裕 氏
　　　　名古屋市中央療育センター所長

牧　　　真　吉 氏

平成 23 年度
「こころの健康フェスティバルあいち」

の開催のお知らせ

日　時　平成 23 年 11 月 12 日（土）
場　所　津島市文化会館
主　催　平成 23 年度こころの健康フェス

ティバルあいち実行委員会
記念講演
　「ひきこもりはなぜ『治る』のか？」
　　　爽風会佐々木病院精神科診療部長

斎　藤　　　環 氏


